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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外直径ＯＤを有する波型でない外装円筒と、
　外装円筒の円周に配置された厚さｔを有する外側層とから成り、
　比ＯＤ／２ｔ＞２０が、光ファイバケーブルの最大曲げ歪の状態を記述し、ＯＤ／２ｔ
が光ファイバケーブルの最大曲げ歪の８７．５％未満であるようにＯＤおよびｔが選択さ
れる、光ファイバケーブル。
【請求項２】
　外装円筒が、波型でない金属パイプから成る、請求項１に記載の光ファイバケーブル。
【請求項３】
　外装円筒が、円筒形に形成された波型でない金属テープから成る、請求項１に記載の光
ファイバケーブル。
【請求項４】
　外装円筒を形成する際に、金属テープの第１の長手方向の縁部が金属テープの第２の長
手方向の縁部と１回重なる、請求項３に記載の光ファイバケーブル。
【請求項５】
　金属テープが、１，４０６，０００ｋｇ／ｃｍ２（２０，０００，０００ポンド／イン
チ２）以上の弾性率を有する、請求項３または４に記載の光ファイバケーブル。
【請求項６】
　前記外側の層が、ケーブル外被、緩衝チューブ、外側の外装層、撚糸、および織テープ
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のうちの少なくとも１つから成る、請求項１から５のいずれか一項に記載の光ファイバケ
ーブル。
【請求項７】
　ＯＤ≧２ｔである、請求項１から６のいずれか一項に記載の光ファイバケーブル。
【請求項８】
　２ｔ≦ＯＤ≦１０ｔである、請求項７に記載の光ファイバケーブル。
【請求項９】
　外装円筒と外側層が、互いに緩く接着され、長手方向結合試験で１０Ｎ／ｍ≦Ｆ≦４７
０Ｎ／ｍである力Ｆによって分離できる、請求項１から８のいずれか一項に記載の光ファ
イバケーブル。
【請求項１０】
　外装円筒と外側層が、互いに緩く接着され、円周方向結合試験で１０Ｎ／ｍ≦Ｆ≦１７
５０Ｎ／ｍである力Ｆによって分離できる、請求項１から８のいずれか一項に記載の光フ
ァイバケーブル。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ケーブルの可撓性および機械的強度を維持する波型でない外装シールド（ａｒ
ｍｏｒ　ｓｈｉｅｌｄｉｎｇ）を備える、小さな直径の光ファイバケーブルに関する。
【０００２】
【従来の技術】
第１のタイプの従来の光ファイバケーブルは、ケーブルの十分な可撓性を維持しながらフ
ァイバを保護するために、１本または複数の信号伝送用光ファイバの周りに配置された保
護外装シールドを備える。外装シールドは通常、波型の金属を備える。しかし、波型材料
を使用することにより、所与の長さの光ファイバを保護するのに必要な材料の量が増加し
、さらに、ケーブルの直径および重量も増加する。波型材料は余分な加工ステップも必要
とし、そのため製造時間が増加し、さらに波型加工工程中に金属の外装を損傷する確率が
増加する。
【０００３】
第２の従来型の装置として、光ファイバは、溶接鋼管で外装される。しかしながら、溶接
鋼管を製造する工程は、極めて複雑で遅いので、製造コストが増加する。溶接鋼管は、構
造の完全性（ｉｎｔｅｇｒｉｔｙ）に優れるなど、性能上の利点を有する。しかし、溶接
鋼管は、可撓性が減少するなど、付随する欠点も有する。
【０００４】
第３の従来型の装置として、平坦な（波型でない）スチールテープがケーブル外被（ｃａ
ｂｌｅ　ｊａｃｋｅｔ）に結合される。しかしながら、このような従来型のケーブルの結
合は、業界ベースの曲げ試験に合格するのに十分な可撓性を与えない。特に、外被と外装
テープの間の結合を、均一なものにすることはできないので、局部応力が結合力の弱い領
域に集中する。したがって、そのように結合された平坦な金属テープは、受け入れられな
いほどの高レベルの局部的な曲げ応力をケーブル外装にもたらす。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
出願人の発明は、上記の欠陥を克服するものである。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
本発明のケーブルの発明者は、指定のケーブル直径に対し、外装チューブの直径と外被の
管壁の厚さの比を所定の範囲内に維持することによって、波型でない外装テープが、必要
な業界標準を満たすことに気付いた。この比では、圧縮試験および引張試験で十分なケー
ブルの抵抗を維持しながら工業標準規格に適合するような曲げが可能になる。
【０００７】
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本発明の好ましい実施形態を、以下の図面を参照して下記で論じる。
【０００８】
【発明の実施の形態】
　図１ａを参照すると、本発明のケーブルは、外寸法ＯＤで円筒形に形成された外装テー
プを備える。テープは、スチールテープの２つの端が出会うところに重なり部分を含んで
も含まなくてもよい。ある程度テープが重なると、外装構造の曲げが可能になる。ただし
、円筒形の外装の形状は、継ぎ目のない円筒チューブとしてもよい。１つまたは複数の光
ファイバ（図示せず）が、外装円筒内に配置される。外装の材料は、金属から成っており
、好ましくは、容易に入手でき、容易に外装層に変形できる、多くの商業用に生産された
スチールテープのうちの１つである。様々な業者から入手可能な市販のテープは、約０．
１～０．１５ｍｍの厚さである。アルミニウムの７０３，０００ｋｇ／ｃｍ２（１０，０
００，０００ポンド／インチ２）、銅の１，０５４，５００～１，１９５，１００ｋｇ／
ｃｍ２（１５，０００，０００～１７，０００，０００ポンド／インチ２）と比較して、
鋼の通常の弾性率は、２，１０９，０００ｋｇ／ｃｍ２（３０，０００，０００ポンド／
インチ２）である。ケーブル外被を構成する外壁の厚さはｔである。ケーブルは、外装シ
ールドの外に、１つまたは複数の放射状の強度部材ＲＳＭまたは中間層Ｘ（図１ｂ参照）
をまた備えることもある。
【０００９】
図１ｂで、厚さｔ１は、外被自体といくつかの中間層Ｘの厚さを含む。中間層Ｘは、１つ
または複数の緩衝チューブ、付属の外装／外被対、織テープ、撚糸、または他の強度部材
を備えることができる。これらの層は、どんな組み合わせでも提供することができる。外
装チューブの外寸法ＯＤと外側層の壁厚（２ｔ１）の和は、通常はシステム設計者によっ
てケーブル直径ＣＤと指定される。波型でない金属外装が、十分な曲げ、すなわちケーブ
ルの可撓性を与えることができ、それでもなおケーブルに一般に適用される標準規格を満
たすに十分な保護を行うことができるように、特定のＣＤについて、ＯＤと壁厚ｔ１の比
は変動してもよいと定められてきた。
【００１０】
好ましい実施形態では、継ぎ目のないチューブを使用する場合、外装チューブの直径は、
壁または外装の全組み立て厚さ（ｔ１）の２～１０倍の範囲である（２ｔ１≦ｄｔｕｂｅ

≦１０ｔ１）。下限は、一般目的での使用に対する実際の適用限界を表すが、上限は、特
定の曲げ歪特性を示す。こうした外装チューブの直径に対する厚さがこの範囲にあるとき
、曲げに対する抵抗の尺度である曲げ歪は、それが漸近的最大値に達するときの値の８７
．５％未満となる。スチールテープを、外装の目的で円筒形に形成する場合、ＯＤ≦１０
ｔならば十分な曲げが維持される。
【００１１】
図２は、本発明者が適切であると考える、曲げ歪と外装円筒の寸法の関係を示す。グラフ
は、システム設計によって指定すべき任意のケーブルの直径（ＣＤ）についてプロットし
たものである。典型的なケーブルの直径は１／４インチ（０．６ｃｍ）から１インチ（２
．５ｃｍ）以上の範囲内にある。図２の３本の曲線は、ケーブルを試験した３つの異なる
曲率に対応する。１０×ＣＤ、１５×ＣＤ、２０×ＣＤでの曲げに対する曲線を示してあ
る。図２に示すように、チューブの直径と壁厚の２倍との比が、約２０（すなわち、ｄｔ

ｕｂｅが約４０ｔ）である場合、外装チューブ直径と壁厚の比が増加しても、曲げ歪は顕
著には増加しない。これが、特定の曲げ歪曲線の漸近的最大値をほぼ定義する。この最大
値の８７．５％未満の範囲では、ケーブルは工業規格の要件を満たすに十分可撓である。
灰色の水平線で示す領域は、一般目的での適用例でＯＤの実際に使用できる値に対応する
領域を示す。ｄｔｕｂｅ：２ｔの比が灰色の横線で示す領域よりも低い場合、特殊目的へ
の適用が可能である。これらの寸法基準が満たされるとき、波型でない外装シールドは、
光ファイバケーブルとして十分に耐える。
【００１２】
さらに、図１ｂの中間層Ｘとして第２の外装層を設けた場合、上記に記述したｄｔｕｂｅ
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とｔ１の関係を、外直径ＯＤＸおよび外側の外被厚さｔ２にも適用すべきであることも認
められた。より詳細には、第２の外装チューブの直径ＯＤＸは、Ｘが円筒チューブに形成
されたスチールテープを備える場合、次の不等式ＯＤＸ≦１０ｔ２を満たすべきである。
この条件が満たされない場合、外装層Ｘは、ケーブルが十分な曲げに耐えるよう波型にす
べきである。不等式ＯＤＸ≦１０ｔ２が満たされる場合、スチールチューブの波型加工は
必要ない。同様に、層Ｘがスチールチューブ製の第２の外装層を備える場合、条件２ｔ２

≦ＯＤＸ≦１０ｔ２を満たすことにより、外装チューブＸの波型加工は必要でなくなる。
条件が満たされない場合、十分な可撓性を保持するために波型加工が必要となる。
【００１３】
本発明の追加の特徴として、本出願人は、波型でない外装シールドとケーブル外被の間の
堅固な結合により、曲げの間にケーブル外装テープ内に損傷が生じることを認めた。遠距
離通信用ケーブルに使用する市販の金属テープは通常、エチレンコポリマー被覆を備える
。エチレンコポリマー被覆は、一般にポリエチレンから形成される外側のケーブル外被を
金属と結合させる助けとなる。しかしながら、波型でない金属テープとケーブル外被が堅
固に結合すると、ケーブルの曲げの間、テープ内に応力集中が生じ、ケーブルが商業用や
産業用の標準的な使用に不適切になることもある。本出願人は、外装テープにコポリマー
被覆を提供することによって、すなわち処理中に外装テ－プ上にＥＡＡまたは同様の被覆
をフラッディングすることによって、またはタルク（ｔａｌｃ）または同様の材料を使用
して接着性を低減させ結合性を制御することによって、接着性または結合強度を制御でき
ると判断した。ＲＥＡ　ＰＥ－９０による長手方向の試験に合格するには、１０～４７０
Ｎ／ｍの範囲の結合力が望まれる。また、ＲＥＡ　ＰＥ－３９、ＰＥ８４、ＰＥ８９によ
る円周方向の試験に合格するには、１０～１７５０Ｎ／ｍの結合力が望まれる。これらの
結合力は、外装／外被結合で通常使用される数千Ｎ／ｍのオーダからかなり小さくなって
いる。本発明の好ましい実施形態は、ＧＲ２０要件およびＴＩＡ／ＥＩＡ　ＦＯＴＰ試験
手順に記載されるような、低温および高温曲げ試験、繰り返し曲げ試験、引張試験、曲げ
試験についての他の工業標準規格にも合格した。
【００１４】
以上、本発明の好ましい実施形態について説明してきたが、本発明の精神および範囲を逸
脱せずに修正を加えることができることが当業者には理解されよう。
【図面の簡単な説明】
【図１ａ】本発明の好ましい実施形態の構造を説明するための、外装ケーブルの断面図で
ある。
【図１ｂ】本発明の好ましい実施形態の構造を説明するための、外装ケーブルの断面図で
ある。
【図２】本発明の好ましい実施形態を説明するための、曲げ歪を、チューブ直径と壁厚の
比の関数として示した図である。
【符号の説明】
ＣＤ　ケーブル直径
ＯＤ　外直径
ＯＤＸ　中間層の外直径
ＲＳＭ　補強材
ｔ、ｔ１、ｔ２　壁厚
Ｘ　中間層
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